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りがとうございます。 

○大道寺 信委員長 ここで、昼食のため、暫時

休憩いたします。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時０１分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○大道寺 信委員長 休憩前に復し、午前に引き

続き会議を再開いたします。 

 なお、朝日新聞社記者から今定例会中のパソ

コン、カメラ、録音機器等の使用についての申

請があり、許可いたしましたので、ご報告いた

します。 

 通告による総括質疑は終わりました。 

 これから各会計補正予算案の細部審査に入り

ます。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

 議案第６７号 平成２５年度長井市 

 一般会計補正予算第５号についての 

 質疑 

 

 

○大道寺 信委員長 まず、議案第67号 平成25

年度長井市一般会計補正予算第５号の１件につ

いて、ご質疑ございませんか。 

 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 お尋ねを申し上げますの

で、ページ数でいうと16ページ、デュアルモー

ドビークル推進協議会が発足されて、市長が推

進協議会の会長になられて、いわゆる左沢線と

フラワー長井線の未就航路線を将来つないでい

くんだという大構想がスタートしたというふう

に伝え聞いておりますが、今回交通を内陸の循

環として、長井市の目的とする今回の推進事業

について、市長の見解をお聞かせ願いたいこと

と、この推進協議会の負担金等についての今後

どのように推進協議会に参加されておられる組

織、団体が負担をそれぞれ続けていくのか。も

しその辺まで協議がなされておるとすれば、お

聞かせを願いたいと思います。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 デュアルモードビークルの見解ということで

ございますが、これにつきましては、当初は置

賜、あるいは西置賜の県会議員の皆さんが何と

かデュアルモードビークルを実現化させて、観

光振興を初め、地域住民の足として、フラワー

長井線、山形鉄道と左沢線を結んだらいいんじ

ゃないかということでの勉強会をつくられ、そ

れが私ども沿線の市長のほうにもお話がありま

して、最終的にこの協議会を立ち上げたという

ことでございますが、デュアルモードビークル

は、平成19年にＪＲ北海道、今いろいろ話題に

なっている北海道ですが、そちらのほうで試験

運行をされまして、まだまだ不備が、不十分な

点があったので、実用化は難しかったのですが、

最近技術がかなり進んでまいりまして、国のほ

うでも将来的に認可の見込みが、見通しがある

のではないかということから、私どもとしてま

ず調査、研究をしながら、運行に向けて努力し

ようということで協議会を発足したところであ

り、ぜひ私も山形鉄道の沿線の自治体の一人と

して、議会の皆様と協力しながら、あるいは県

と一体となって、これを推進してまいりたいと

いうふうに思っているところです。 

 また、負担金の２万円につきましては、これ

は調査、研究費ということで、沿線の自治体８

市町でしょうか、で捻出して、それでまずいろ

いろな調査事業を行うというのが平成25年度の

事業の中身でございます。 

○大道寺 信委員長 ５番、小関秀一委員。 



 

―３０６― 

 なお、所管事項については、質問できないこ

とになってますので、心得ていただきたいと思

います。 

 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 将来につなぐ、結びつく

交通網の確立ということで、夢のある話だなと

思いますが、雪国というふうなことも考えます

と、非常に難しいかなというふうな心配もして

おりますので、ぜひ調査、研究をお願いしたい

ものだなというふうに思います。 

 もう一つですが、23ページ、農業費の024、

環境保全型農業直接支払い事業について、これ

までもこの事業については、長井市で、例えば

堆肥散布の補助なり、さまざまな他の市町村に

先駆けて取り組んできた経過もあり、また、よ

うやくここに来て、国が環境保全にかかわる農

業支援ということでは、直接冬の冬期かん水や

ら、さまざまな技術について補助を出しますと

いうふうなことで、特にこの件についても、雪

国ならではの難しさがあったというふうに私た

ちは思ってます。ようやくここに来て、秋耕な

り、堆肥散布なりを山形県のエコファーマーな

り、さまざまな環境保全にかかわる技術を乗り

越えて、クリアした農家に対して直接支払いを

するというふうな県の特例措置なんかもあって、

ここまでたどり着いたのかなというふうに私は

喜んでいるわけですが、当然緊急に、私の記憶

ですと、７月に入って間もなくこの事業の募集

が始まったというふうに私は記憶しているわけ

ですが、しかも、インターネット等で農林課か

らも農家に周知がなされたというふうに私は記

憶してますが、周知方法に問題がなかったのか。

まだまだ啓蒙も含めて、長井市の農地の保全に

ついて、宣伝なりする必要がなかったのか。ま

た、これは補正でありますので、今後、今年度

の予算措置について募集が可能なのかどうか、

その辺も農林課長からお尋ねをしたいと思いま

す。 

○大道寺 信委員長 孫田邦彦農林課長。 

○孫田邦彦農林課長 募集につきましては、こと

しから減農薬、減化学、プラス堆肥散布という

ものも認められました関係で、特別栽培等をや

っている農家へのダイレクトメールとか、そう

いったもので周知を図り、また、インターネッ

ト等でも周知を図ったところでございます。 

 現在この手続は進行中でございまして、これ

から手を挙げるということは実際不可能ですし、

また、作業的にもこれから採択要件を満たすと

いうことは難しいかと考えております。 

 以上です。 

○大道寺 信委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 そうしますと、今年度、

例えば一つの技術として堆肥散布を春にした農

家に限りというふうな条件で年度途中からこの

事業はスタートしたということで理解してよろ

しいのですか。 

○大道寺 信委員長 孫田邦彦農林課長。 

○孫田邦彦農林課長 年度内に完了していくとい

うことが要件でございますので、春に堆肥散布

をして特別栽培を行うということになります。 

○大道寺 信委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 それでは、今年度351万

4,000円の補正が上がっておるわけですが、希

望される農家の面積等、もしわかれば、お聞か

せ願いたいと思います。 

○大道寺 信委員長 孫田邦彦農林課長。 

○孫田邦彦農林課長 補正部分だけでなくて、全

体の面積でございますけども、特別栽培と堆肥

施用につきましては19.162、１万9,162アール

でございまして、あと、有機栽培関係につきま

しては5,393アール、あと、冬期湛水につきま

しては24アール、リビングマルチにつきまして

は25アールとなっております。合計で２万

4,604アールということでございます。 

○大道寺 信委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 ありがとうございました。 
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 それでは、もう１点だけ質問させていただき

ます。 

 27ページ、都市計画費の５目都市再生整備費

であります。002で観光交流センター基礎調査

業務委託料と計上されておりますけども、かつ

て、場所の問題等を含めて、いろいろ議会でも

議論されてきました。場所の問題、あと広さの

問題、大きさの問題、周辺の教育施設の問題

等々、さまざまな意見があって議論されてきた

わけですが、今回この設計の調査の対象の区域

について、説明が不足しているんでないかなと

いうふうに思います。前回計上されたときの説

明では、例えば日産自動車様なり、めぐみ幼稚

園も含めての範囲というふうなことも説明では

あったわけですが、今回は区域の説明が不足し

ているというふうに私は思いますので、担当課

長からお答えをいただきたいというふうに思い

ます。 

○大道寺 信委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 整備する範囲は、今までも説明しているよう

に、１ヘクタールから、見直しを図る上では、

1.3ヘクタールぐらいの面積で検討を行うわけ

ですけども、調査範囲と申しますと、少し広範

囲に測量、調査を行いますので、約1.6ヘクタ

ールの調査エリアだというふうに記憶しており

ます。 

 以上です。 

○大道寺 信委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 1.6ヘクタールと申しま

すと、具体的な例えば事業所名とか、大方どの

辺までというふうな説明は口頭ではできません

か。 

○大道寺 信委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 施設名でいいますと、日産の周辺から交流セ

ンターふらりの周辺までというふうになります。 

 以上です。 

○大道寺 信委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 今、課長からあったよう

に、広範で調査をしながらというふうなことで

の調査をしてということになりますが、かねて

前回の説明のときには、将来にはめぐみ幼稚園

様の移転まで含めてというふうな説明もあった

わけですが、そこのところについてのすり合わ

せ等は既にされながら、今回の調査業務委託料

の計上まで進まれておるのか、その辺を伺いま

す。 

○大道寺 信委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 産業・建設常任委員会協議会時の資料にも添

付しておりますが、基本設計業務の中で基本計

画修正というふうな項目がございます。この中

では、国の宿舎施設跡地、めぐみ幼稚園の敷地、

木蓮川の上部利用、それから周辺道の整備につ

いて、将来的な構想も含め、データ収集や概略

設計等の検討を行うというふうなことで今考え

ております。 

 以上です。 

○大道寺 信委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 それでは、別項目でお尋

ねを申し上げます。 

 先般の総括質疑の中で、観光交流センターの

維持管理についての質疑がありました。特にタ

スの物産館、地場産業センターとのかかわりの

質疑の中で、市長は、将来かわと道の駅に関す

る管理、運営については、指定管理者制度が望

ましいと。しかも、その指定管理をする相手に

ついては、地場産を指定したいというふうなこ

とを明言されました。これは非常に大変な発言
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だなというふうに私はお聞きしたわけです。つ

まり、時節柄でありますから、長井市も指定管

理者制度をさまざま取り入れながら、行革なり、

民間の活力を活性化をするというふうな意味合

いも込めて、今後もこの制度についてはその都

度検討していかんなねということになるわけで

すが、かわと道の駅、これは（仮称）でありま

すが、を想定した場合に、既に相手先を想定と

いうか、決めるような発言があって、この制度

がいいのかどうかというのは私は非常に疑問に

思いました。 

 あくまでも指定管理者というのは、効果なり、

さまざまな経費の負担も含めて、公募できちん

と推しはかりながら指名をするという立場にあ

んなねべというふうに思うわけですが、その辺

について、市長の見解を求めたいと思います。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 予算的にはどこを指しておっし

ゃっているかですが、どこの予算でおっしゃっ

ているか、ちょっとわかりません。 

 指定管理者については、公募が原則ではあり

ますが、これは公募でない場合もあるわけです。

しかも、かわと道の駅の主たる施設の内容とい

うのは、お手洗いであり、道路案内、あるいは

観光案内、無料休憩所、それに地元として地場

の農産物、あるいは加工品等々、加えてぜひ物

産館もというふうに考えますと、やはり菜なポ

ートは地場産業振興センターで運営しているわ

けです。物産館につきましても、市全体として

は、やはり地場産で運営しているものがメイン

だというふうに考えておりますので、最終的に

は、いろいろその検討を担当課等々でやります

が、私がそれを想定していると言ったことが問

題だというふうには私は思っておりません。 

 それは、指定管理者として地場産センターが

ふさわしいのではないかということを言ってい

るのであって、実際のときにはやはりきちんと

した指定管理者制度の指定の方法に基づいて決

定されるわけでありますから、私はそういうこ

とを執行者として申し上げているのであって、

それが決定ということにはなりませんので、以

前にも小関秀一議員には勝手なことを市長に言

ってもらっては困ると、決めるのは我々だから、

勝手なことを言うなと、こういうふうに何度か

言われたことはありますが、私は今回の場合は、

一般質問、予算総括の中でのやりとりの中で、

考え方でありまして、私がそういう考えたこと

がすなわち決定ということではありませんので、

最終的には、小関秀一議員おっしゃるように、

議会が決定されるんでないですか。それを、私

はこう考えているということが問題だというこ

とは、私は逆に問題だというふうに思います。 

○大道寺 信委員長 ほかにございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 ほかに質疑もないので、質

疑を終結いたします。 

 

 

 議案第６８号 平成２５年度長井市 

 公共下水道事業特別会計補正予算第 

 １号についての質疑 

 

 

○大道寺 信委員長 次に、議案第68号 平成25

年度長井市公共下水道事業特別会計補正予算第

１号の１件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 

 

 議案第６９号 平成２５年度長井市 

 山形鉄道運営助成事業特別会計補正 

 予算第１号についての質疑 
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○大道寺 信委員長 次に、議案第69号 平成25

年度長井市山形鉄道運営助成事業特別会計補正

予算第１号の１件について、ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 

 

 議案第７０号 平成２５年度長井市 

 農業集落排水事業特別会計補正予算 

 第１号についての質疑 

 

 

○大道寺 信委員長 次に、議案第70号 平成25

年度長井市農業集落排水事業特別会計補正予算

第１号の１件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 

 

 議案第７１号 平成２５年度長井市 

 訪問看護事業特別会計補正予算第１ 

 号についての質疑 

 

 

○大道寺 信委員長 次に、議案第71号 平成25

年度長井市訪問看護事業特別会計補正予算第１

号の１件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 

 

 議案第７２号 平成２５年度長井市 

 介護保険特別会計補正予算第１号に 

 ついての質疑 

 

 

○大道寺 信委員長 次に、議案第72号 平成25

年度長井市介護保険特別会計補正予算第１号の

１件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 

 

 議案第７３号 平成２５年度長井市 

 浄化槽事業特別会計補正予算第１号 

 についての質疑 

 

 

○大道寺 信委員長 次に、議案第73号 平成25

年度長井市浄化槽事業特別会計補正予算第１号

の１件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 

 

 議案第７４号 平成２５年度長井市 

 水道事業会計補正予算第１号につい 

 ての質疑 

 

 

○大道寺 信委員長 次に、議案第74号 平成25

年度長井市水道事業会計補正予算第１号の１件

について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 以上で、各会計補正予算案に対する質疑は全

部終了いたしました。 

（「委員長、議事進行」の声あり） 

○大道寺 信委員長 ９番、蒲生光男委員。 
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○９番 蒲生光男委員 議案第67号 平成25年度

長井市一般会計補正予算第５号に対して、修正

案を提出したいため、暫時休憩をお願いいたし

ます。 

○大道寺 信委員長 ただいま休憩の動議が提出

されました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

 

   午後 １時２２分 休憩 

   午後 １時２３分 再開 

 

 

○大道寺 信委員長 休憩前に復し、会議を再開

いたします。 

 

 

 議案第６７号 平成２５年度長井市 

 一般会計補正予算第５号の修正案に 

 ついて 

 

 

○大道寺 信委員長 休憩中に蒲生光男委員ほか

２名から、議案第67号 平成25年度長井市一般

会計補正予算第５号に対する修正案が提出され

ました。 

 それでは、提案者を代表し、蒲生光男委員に

修正案の説明を求めます。 

 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 議案第67号 平成25年度

長井市一般会計補正予算第５号に対する修正案

についてご説明いたします。 

 まず、提案理由についてご説明をいたします。 

 本予算には、観光交流センターにかかわる測

量設計業務、基本設計業務委託料1,993万円が

計上されておりますが、観光交流センターにつ

いては、昨年３月以来、各定例議会で議論され、

修正可決されてきました。昨年12月、修正提案

説明でも、予定地周辺は長井小学校やめぐみ幼

稚園があり、児童等の安全が確保されていない

こと、学校や保育園は静かな環境が何にも増し

て必要であるが、それが脅かされるおそれがあ

ることを理由として挙げられております。９月

の18日、関係者に対して説明会を行ったとのこ

とでありますが、子育て環境の整備、充実、安

全の確保の観点から考えても、行政の責任とし

て、長井小学校やめぐみ幼稚園のそばにそのよ

うな施設をつくることを考えるのでなく、より

よい子育て環境の整備を多面的に行っていくべ

きであります。 

 また、繰り返される提案に対し、12月26日、

議会運営委員会で議会として際限のない提案は

やめるべきだとして、本年１月31日、市長に対

し、議会の総意として申し入れを行いました。

そのことの重みを最大限考慮していただきたい

と思います。 

 今定例会でも場所の問題、付随施設、道の駅

のあり方も含め、議論がありましたが、設置予

定場所については、教育、子育て施設との隣接

であり、不適切な場所と言わざるを得ません。

加えて、付随施設の全体像がはっきりせず、か

つどこまで事業予算が膨らむのかわからないま

までは賛成できません。 

 修正案の概要についてご説明をいたします。 

 １ページをごらんください。議案第67号 平

成25年度長井市一般会計補正予算第５号の第１

条第１項中、８億430万5,000円を７億8,460万

6,000円に、123億4,140万9,000円を123億2,171

万円に修正し、第１表及び第２表の一部を１ペ

ージ及び２ページに記載のとおり修正するもの

です。 

 以下、歳入歳出補正予算事項別明細書により

ご説明いたします。 

 まず、歳出からご説明いたしますので、５ペ

ージをごらんください。歳出についてですが、

８款土木費、４項都市計画費、５目都市再生整
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備費の001、職員人件費530万2,000円に23万

1,000円を増額し、553万3,000円とし、６ペー

ジの002、社会資本整備総合交付金事業（都市

再生整備）1,993万円を全額減額し、原案補正

額2,523万2,000円を553万3,000円に修正するも

のであります。 

 次に、歳入についてご説明いたしますので、

４ページをごらんください。歳入についてです

が、減額した歳出予算額に対する充当財源見合

い分として、13款国庫支出金、２項国庫補助金、

４目土木費国庫補助金、３節都市計画費補助金

の社会資本整備総合交付金（都市再生整備）

784万円を、18款繰越金、１項繰越金から805万

9,000円を、20款市債、１項市債、２目土木債

のうち、３節都市計画債の都市再生整備事業債

380万円をそれぞれ減額し、合計で1,969万

9,000円を減額するものであります。 

 以上であります。 

○大道寺 信委員長 説明が終わりました。 

 これから修正案に対する質疑を行います。ご

質疑ございませんか。 

 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 提案者に対して質問させ

ていただきます。 

 今回の修正案でありますが、これによって、

以前から心配されておりました関連社会資本整

備についての道筋がまだちょっと見えなくなる

のかなというふうな心配もありますが、そこに

ついてのお考えあらば、お聞かせください。 

○大道寺 信委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 お答えいたします。 

 私が提案理由で説明申し上げておりますのは、

今申し上げたとおりでありますけども、社会関

連資本整備に関する質疑をする前に、やはり基

幹事業となっている道の駅を確定していくとい

うことが私は一番大事だろうというふうに考え

ておりまして、このような提案をさせていただ

いたところです。 

○大道寺 信委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 わかりました。 

 観光交流センターについては、周辺の小学校

であるとか、幼稚園ということもあって、学習

環境、あるいは保育環境への影響ということを

心配されていたと。それは昨年からの話であり

ますが、せんだって18日に行われました関係者

との意見交換会には、蒲生委員も含めて、傍聴

されていなかったというふうに思いますが、そ

の中で出された学校関係者、あるいは幼稚園関

係者からの声というのは、あそこに対する教育

環境、保育環境への与える影響への不安という

よりも、不安を解消するような手だてをしっか

り講じてほしいということが大きな声だったよ

うに、私は傍聴して受けとめておりました。 

 この中にあって、今後ああいった教育環境が

どんどんこれから変化していく。例えば南中学

校もそうでありましょうし、変化していくに当

たっての対策を、本来次々に行政として対策を

講じていくことが必要だと思いますが、今のか

わと道の駅の周辺にある学校、幼稚園が抱いて

いる若干の懸念に対する手だては全くこれから

は不可能だというふうにお考えか、改善の余地

があるというふうにお考えか、その点ちょっと

確認をさせていただきたいと思います。 

○大道寺 信委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 関係者に対して、説明を

しなければいけないということ自体、私は避け

るべきでないのかと。説明をする際、もちろん

市長、関係課長が出向かれて、こういうふうに

するから、安全は大丈夫ですというふうに説明

なさるんでしょうけども、そのときに、だめだ

って正面切って言える人って本当にいるのかな

というふうに私思うんですよね。それより、む

しろそういう環境下にある場所を選ぶこと自体

を避けていくべきでないかと。それが長井市の

よりよい子育て環境に資するものだというふう

に考えておるところです。 
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○大道寺 信委員長 ほかにございませんか。 

 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 ２点お伺いをいたしま

す。 

 １点は、今、江口委員がおっしゃった中身と

ちょっと関連をしますが、長井小学校、それか

らめぐみ幼稚園との関係ですね。これについて、

ふさわしくないという、そういうところに建設

をするのはふさわしくないという理由だったと

思います。これについては、おっしゃるとおり、

以前から言われている問題だと私も理解をして

おりますが、この９月定例会で、私は整理がで

きたんだというふうに理解をしています。とい

うのは、過日の佐々木謙二委員の一般質問の中

で、当該の施設の代表者などとお会いをした上

で、その意向も十分に酌まれて質疑をされまし

た。そこで、私は大概の課題については整理が

でき、ほぼ理解と納得が得られたのではないか

というふうに感じたわけですが、そこは提案者

はどのように理解をされたのかお聞かせをいた

だきたいと思います。 

 もう１点は、全体像が不明確だと、規模が不

明のままだというご指摘があったわけですけれ

ど、私はこのたび、６月から産業・建設常任委

員会の一員とさせていただきました。その中で、

この種のやりとりもさせていただきました。あ

そこの規模、観光交流センターの規模について

は、大体1,500平方メートルであって、その３

分の１を加工施設、あるいは調理施設などに充

てていくということも含めて、明らかになった

と私は理解をしています。そういう理解で、こ

のたびのこの提案を私どもは捉えているわけで

すけれども、そのこと自体は提案者はご存じな

かったということになるのでしょうか、あわせ

てお聞かせいただきたいと思います。 

○大道寺 信委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 最初のご質問の、安全は

確保されているといった累累のことであります

が、安全は確保されておりませんなんていう話

にはならないと思うんですね。安全を確保する

ためにこうします、ああしますということを、

手だてを講じますから、当然そういうようなこ

とになると思うんです。なると思うんだと思い

ます。私はむしろ、先ほどの答弁と繰り返しに

なりますけれども、そういうところに設置をす

るということ自体を考えるべきではないのでは

ないかというふうに思っておりまして、そこら

辺については、もしかすると多少見解の相違だ

と言われれば、そうかもしれませんけれども、

むしろ長井市の子育て環境というのはどういう

のが一番望ましいかという点、考えますと、例

えばめぐみ幼稚園は幼保一体の施設になったわ

けですね。乳幼児から今保育しているわけです。

その乳幼児から保育しているすぐ隣りに道の駅

の駐車場が設置されるわけですよ。それは決し

て子育て環境としては望ましい環境とは言えな

いのではないかというふうに思って、そういう

表現をさせていただきました。 

 それから、全体像についてですが、確かに道

の駅をつくりたい、面積はこうだと。それから、

例えばシルバー人材センターは、過去の質問で

は西置の合庁のほうに移したいと思っていると

かという説明はずっと、一連の流れでありまし

た。ただ、前回までの私ども、基幹事業となっ

ている観光交流センターの事業費総額は６億

4,000何がしだったわけですね。今回この先の

状況まで考えますと、国の宿舎の解体費用等の

工事が4,500万円、それから飲食コーナーでし

たっけか、それが5,000万円ということで７億

4,000万円に膨らんでいると。しかしながら、

一番と私心配していますのは、これまでの議論

の中でありましたように、農産物の物販の状態、

それと農産物の販売の問題、それから農産物の

加工をするとおっしゃってますが、それがどう

いうものなのか。あるいはまた農家レストラン

という構想もありますけれども、これらについ
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ては、はっきりとそれが事業の全体像が示され

たとは私は理解できないでおります。したがっ

て、そういった全体像を明らかにされないまま、

この事業を認めるというわけには、なかなか賛

成できないということでございます。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 話そのものを膨らませ

てらっしゃるのではないかと思ってます。今回

提案をされているのは、観光交流センターの規

模は、あくまでも1,500平方メートルであって、

その中にはこういうものが入るんですよという

説明がありました。農家レストランなんて提案

はされておりません。それは、これから２次、

３次というふうになったときには、私どもはわ

かりませんけれど、提案されるものかもしれま

せんが、しかし現段階では違う。そこで判断を

していくというのが私どもの議会の任務ではな

いかと私は思います。 

 ちょっともう一つ、教育環境とおっしゃいま

すけれど、確かに長井小の問題は別として、め

ぐみ幼稚園の場合は、これは影響はないとは言

えない。ただ、そこには緩衝地帯も設け、対処

をするということと、当該の施設の長を含めて

理解をいただいているというところは大きいと

思うんです。ここで判断をしていくというのが

私ども議会の任務になるのではないでしょうか。

ああでもないこうでもないというふうなことで

は今はないというふうに思いますけど、もう一

度見解をいただきたいと思います。 

○大道寺 信委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 ああでもないこうでもな

いという言い方はしてませんからね。私は教育

施設、子育て環境施設の隣りに絶対これが危険

がないと、絶対将来何もないなんて、誰が断言

できるんですか。そんなことは絶対断言できな

いと思うんですよ。だから、少しでもその懸念

がある場所に対して、そういう施設をつくると

いうこと自体、行政として避けていくべきでな

いかというふうに申し上げているところです。 

○大道寺 信委員長 ほかにございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 それでは、討論を行います。ご意見ございま

せんか。 

 なお、討論は自席でお願いをいたします。ご

意見ございませんか。 

 ４番、今泉春江委員。 

○４番 今泉春江委員 私は修正案に賛成の意見

を申し上げます。 

 この予算が予定されている場所ですが、私は

昨日の予算総括質疑で、交通渋滞の心配を申し

上げました。進入路である日産交差点は、けさ

７時20分に私が右折しようとしますと、まだラ

ッシュまでは時間もあるのに、黄色信号になっ

て右折可能までは27台を通り過ぎないとできま

せんでした。その後にも５台が待っておりまし

た。右折は、私の車１台しかできませんでした。

非常に交通渋滞が予想されます。 

 また、昨日の私の質問に対して、課長答弁で

は、堤防下の道は車のすれ違いが困難なので、

２車線にするとおっしゃいました。けさ、その

堤防の道を見てみますと、道幅、アスファルト

部分は路肩まで４メートル20センチ、桜の木ま

では４メートル50センチでした。どのようにし

て道幅を広げるのか。桜の木はすごく太いもの

もあり、これを切るのか、15本あったと思いま

す。また、このままにして道幅を広げれば、桜

の木の根は傷んでしまいます。最上川千本桜を

どうするのか、また、めぐみ幼稚園、勤労セン

ター前の駐車場はどうなさるのか、大きな問題

が幾つもあります。 

 修正案の理由にもありましたが、幼稚園、小

学校は教育の現場、子供の命を預かる場です。

それが脅かされることは重大な問題です。 

 さらに、市長は、昨年12月の予算委員会で、
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私の質問に対し、できるだけ多くの方のご理解

をいただき、議会の過半数を超せばいいという

ことではないと答弁しております。このことを

考えても、僅差でなく、多数の議員の賛成が必

要と思います。この事業は、長井市にとって大

事業であり、慎重を期すべきです。 

 よって、修正案に賛成を申し上げます。 

○大道寺 信委員長 ほかにございませんか。 

 11番、佐々木謙二委員。 

○１１番 佐々木謙二委員 私は、議案第67号 

平成25年度長井市一般会計補正予算第５号につ

いて、ただいま修正案が提出され、提案理由と

修正案の概要について説明を受けましたが、修

正案に反対し、原案に賛成の立場で討論を行い

ます。 

 このたびの議案第67号に対する修正案は、都

市再生整備事業の基幹事業の一つとされている

観光交流センター、いわゆるかわと道の駅に係

る測量設計等の業務委託と基本設計基礎調査等

を内容とする委託業務の事業予算を減額しよう

とする修正内容と思いますが、市長は、長井市

の都市再生整備事業の狙い、目標について、ま

ちの活性化と雇用の創出とされまして、端的に、

１つは、生活環境整備を進めたいこと、２つに

は、人口減、高齢化が進み、中心市街地が元気

がなくなっているので、交流人口をふやして活

性化したいと言われています。そして、当該事

業は、基幹事業の観光交流センター、かわと道

の駅と高質空間形成施設の石畳舗装工事に最低

限取り組まないと成り立たないと再三再四述べ

られております。 

 石畳舗装、堀切粡町線は、議会の意見に真摯

に耳を傾け、配慮したことと、市民の意向に十

分配慮した内容で、計画を見直し、議会で認め

られました。しかし、当該事業の実施には、も

う一方の観光交流センター、かわと道の駅を認

めていただくことが必須要件とされています。

そのため、これまでの議会での質疑を通じて、

事業の目的、狙いを説明し、今議会を本事業を

実施できるか否かのタイムリミットとされまし

て、観光交流センター、かわと道の駅に係る測

量設計調査事業費を改めて提案されたものと理

解するものでございます。 

 観光交流センター、かわと道の駅に係るこれ

までの質疑と意見の経緯を振り返ってみますと、

１つは、小学校、幼稚園の安全面が心配された

こと。２つには、事業運営はどうするのかと。

３つは、河川緑地公園、駅前の花公園は断念す

べき。４つは、施設や事業内容が示されていな

い。５つには、建設後の維持管理費、後年度負

担が心配されること。６つは、加工センターや

レストランなども計画されており、全体の事業

費がわからない。７つには、経済効果、雇用は

どの程度見込めるのか。８つは、解体費用、移

転費用の面からどうかなどなど、全体的に事業

内容を示してほしいということが質疑の大方の

経緯と思います。 

 対して、これまでの説明を整理してみますと、

小学校、幼稚園の安全面に関しては、施設の当

事者の意見の説明を受けました。事業運営の考

え方、方向性は、地場産センターを中心に考え

ているという一定の説明を受けました。河川緑

地公園、駅前の花公園は断念することを明確に

されました。あとは、事業内容、全体事業費、

維持管理費、事業効果、雇用の見込みなど、議

会の意見に対し、事業の全体像、あらましをし

っかりと明らかに示す必要があることだと思い

ます。そのためには、専門機関に調査業務を依

頼し、事業内容を詳細に精査して、明確に示す

ことが極めて大事で、適切なことと思います。

その調査報告に基づき、議会に対し、全体像を

説明し、納得いただけるようにするために必要

な調査のための事業予算と、こう理解するもの

です。 

 さらに、次の段階として、調査報告に基づき、

当該事業に係る事業予算について、議会の審議
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を経て、それが了承されて初めて事業がスター

トラインに立つことができることになるものと

思います。そのための事業をどうするかの大事

な審査のために行われる調査です。これまでの

議会での質疑、意見から鑑みても、議会も望む

べき調査事業と、こう思います。 

 また、長井市は、これまで財政再建に取り組

まざるを得なかったことから、市民には生活道

路など、環境整備事業の中止、休止をお願いし、

協力と我慢をしていただいてきましたが、それ

が財政的にようやく市民の要望に応えられるよ

うになってきました。そうした中で、市民の声

は、高齢化が進み、除雪対策、道路、水路を何

とかしてほしいの要望が非常に多いと言われて

います。今長井市が実施している都市再生整備

事業は、そうした市民の声、願いに応えるため、

高質空間形成施設、石畳や道路整備５路線、関

連社会資本整備事業の道路、消雪、水路などの

６地域の整備が予定されています。 

 しかし、都市再生整備事業は、かわと道の駅

に取り組めないと成り立ちません。今議会に提

案されているかわと道の駅の調査費が万が一減

額修正という事態になると、当該事業は成り立

たなくなるため、市長は国、県と協議して、や

める決断をしなければならないと、こう言われ

ています。この意味は、市民が長年待望されて

きた民意に応えることが当面難しくなり、スト

ップすると理解します。 

 加えて、先行実施している事業は、後で補助

金の返還、全部が市負担の単独事業となり、大

変なことになるとも言われています。市民の大

切なお金を有効に活用し、最小の経費で最大の

効果を上げることが行政運営の原則からすると

当然のことです。また、このことは都市再生整

備事業で計画されている事業にとどまらず、長

井市全体の生活環境整備に大きく影響を及ぼす

ことが懸念され、市民全体の利益に反すること

になるのではと心配いたします。 

 県内13市の状況を聞きますと、財政再建等を

理由に３市で取り組んでいませんが、ほかの10

市は、国、県の主導もあって、生活道路など環

境整備を含む本事業を実施しています。長井市

もその一つになります。 

 今地方自治体は住民の直接選挙制度の二元代

表制となっています。そして、市長は提案権、

執行権の行政権の責任の権限を有します。議員、

議会はチェック機能、審議、決定する立法権の

責任の権限を有します。しかし、その目的、役

割は、行政も議会も同じで、市民生活の向上、

市民福祉の向上に努め、願う立場にあると思い

ます。いわゆる車の両輪と言われるゆえんかと

思います。 

 市長は生活環境も一緒に進めて、市民の願い

に応えるため、本事業を実施できるよう理解を

お願いしたいと言われています。議会としても

同じ立場で、本事業を進め、市民の民意、待望

する願いに応えることこそが使命で、役割と思

います。 

 以上、申し上げた理由により、議案第67号 

平成25年度一般会計補正予算第５号についての

賛成意見といたしますので、委員各位のご賛同

を賜りますようお願い申し上げ、討論といたし

ます。 

○大道寺 信委員長 ほかにございませんか。 

 ７番、我妻 昇委員。 

○７番 我妻 昇委員 私はこの修正案に賛成の

立場で討論いたします。修正案を提出した一人

でありますが、補足の意味も含めて、賛成の意

見を述べさせていただきます。 

 先ほどの予算総括でも述べましたとおり、私

はまず新たな土地を購入するのではなくて、今

あるもの、今生かし切れないものを生かしてい

くべきだというスタンスは変わりありません。 

 よって、この旧マーク跡地を含んでいる、今

の予定地に建設することについては、大反対で

ありますし、この修正案に賛成するものであり
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ます。 

 また、そもそも都市再生整備事業というのは、

長井市が観光地で観光産業として成り立つまち

にすると。今長井市は観光のまちではありませ

んけれども、それを観光のまちにしていくとい

うことが最大の目的だったと私なりに理解して

おりますが、今現在、生活関連、消雪道路や水

路工事などの生活関連事業のほうをするために、

この道の駅を通さなくてはいけないというよう

な風潮になっております。まるで踏み絵を求め

られているような感覚さえ覚えます。 

 私は、この事業がもしも否決になったとして

も、できなかったとしても、財源があるという

ふうに先ほどの予算総括で述べました。この事

業が終われば、後、一巻の終わりではありませ

ん。水路も消雪道路も、その他環境整備もしな

くてはいけないところはしていかなくてはいけ

ません。あらゆる手段を使って、財源を確保し、

整備していかなくてはいけません。その生活関

連の事業のためにこの道の駅の予算を通すなど

という考え方には、私は到底なることができま

せん。 

 当初19億1,000万円のうち50％は市の借金を

する予定でございました。少なくともその９億

5,000万円程度は使う予定でありますので、そ

こに財源があるんだ。これからも財源は生まれ

てくるんだ。国の補助金だって当てにできると

いうふうに思っております。また、国の補助金

にすがる余り、余計な施設をつくってしまう、

そういった過去に失敗をした自治体もあるわけ

でございますので、私はその二の舞を踏みたく

ないと思っております。 

 また、民意は、半分は今の予定地につくるこ

とに反対だと私は感じております。なぜならば、

市長は７割程度の市民はおおむね賛成というふ

うにおっしゃっておりますけれども、もし７割

も賛成であれば、私はこの場でこんな発言をで

きません。針のむしろ状態となって、毎日のよ

うにいろんな賛成の方から賛成するように言わ

れるでありましょう。しかし、全くこの１週間、

２週間の間にそのような話はありませんでした

し、むしろ市長の暴走をとめてくれと、反対し

てありがとうというような、頑張ってくれとい

うような意見をたくさんいただいております。

少なくとも７割がおおむね賛成しているなどと

いう現実はあり得ません。私の感覚では、半分

以上の方が今の原案については反対だと思って

おります。 

 その民意を代表して、私はこの修正案に賛成

するものであります。 

○大道寺 信委員長 ほかにご意見ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 ほかにご意見もないので、

討論を終結いたします。 

 これから修正案について採決をいたしますが、

このたびの修正内容は、一部修正でありますの

で、修正案が可決された場合には、修正部分を

除く原案について表決を行います。修正案が否

決された場合には、原案について表決を行いま

す。 

 それでは、採決いたします。 

 修正案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立少数） 

○大道寺 信委員長 起立少数であります。よっ

て、修正案は、否決されました。 

 次に、修正案が否決されましたので、原案に

ついて採決いたします。 

 議案第67号 平成25年度長井市一般会計補正

予算第５号は、原案のとおり決するに賛成の委

員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○大道寺 信委員長 起立多数であります。よっ

て、議案第67号 平成25年度長井市一般会計補

正予算第５号は、原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 
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○大道寺 信委員長 次に、議案第68号 平成25

年度長井市公共下水道事業特別会計補正予算第

１号から議案第74号 平成25年度長井市水道事

業会計補正予算第１号までの予算議案７件に対

する討論、表決でありますが、ご意見のある方

は、本会議にてご発言いただくこととし、この

際、討論を省略し、直ちに採決を行います。 

 まず、議案第68号 平成25年度長井市公共下

水道事業特別会計補正予算第１号の１件につい

て採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大道寺 信委員長 起立全員であります。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第69号 平成25年度長井市山形鉄

道運営助成事業特別会計補正予算第１号の１件

について採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大道寺 信委員長 起立全員であります。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第70号 平成25年度長井市農業集

落排水事業特別会計補正予算第１号の１件につ

いて採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大道寺 信委員長 起立全員であります。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第71号 平成25年度長井市訪問看

護事業特別会計補正予算第１号の１件について

採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大道寺 信委員長 起立全員であります。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第72号 平成25年度長井市介護保

険特別会計補正予算第１号の１件について採決

いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大道寺 信委員長 起立全員であります。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第73号 平成25年度長井市浄化槽

事業特別会計補正予算第１号の１件について採

決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大道寺 信委員長 起立全員であります。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第74号 平成25年度長井市水道事

業会計補正予算第１号の１件について採決いた

します。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大道寺 信委員長 起立全員であります。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 

 

   閉     会 

 

 

○大道寺 信委員長 以上で本予算特別委員会に

付託になりました案件の審査は全部終了いたし
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ました。 

 最後に、お諮りいたします。本委員会におい

て議決されました議案の中で、条項、字句、数

字、その他、整理を要するものについては、会

議規則第102条の規定により、その整理を委員

長に一任願いたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○大道寺 信委員長 ご異議なしと認めます。よ

って、整理を要するものについては、その整理

を委員長に一任することに決定いたしました。 

 また、来る27日の本会議における本委員会審

査報告の文案につきましても、私に一任くださ

るようお願いいたします。 

 予算特別委員会はこれをもって閉会いたしま

す。ご協力ありがとうございました。 

 

 

    午後 ２時０２分 閉会 
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